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芦屋市下水道事業会計予算書

年 度平 成
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第３１号議案 

平成３１年度芦屋市下水道事業会計予算 

  （総則） 

第１条 平成３１年度芦屋市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

 (1)  処 理 面 積                     1,124ha 

 (2)  年 間 処 理 水 量                               19,229,000ｍ3

 (3)  一日平均処理水量                                    52,538ｍ3

 (4)  主要な建設改良事業

   管渠，芦屋下水処理場，南芦屋浜下水処理場及び抽水場の整備事業費 

438,781 千円 

  （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収            入 

  第１款  下水道事業収益                            3,626,012 千円 

第１項 営 業 収 益                                  1,810,815 千円 

第２項 営 業 外 収 益                                    1,815,097 千円 

第３項 特 別 利 益                                        100 千円 

支            出 

  第１款  下水道事業費用                            3,019,881 千円 

第１項 営 業 費 用                                  2,759,585 千円 

第２項 営 業 外 費 用                                     248,096 千円 

第３項 特 別 損 失                                        2,200 千円 

第４項 予 備 費                                       10,000 千円 

  （資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 769,299 千円は，当年度損益勘定留保資金  284,944
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千円，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額               36,800 千円，当年度利益

剰余金処分額 447,555 千円で補 するものとする。）。 

収            入 

  第１款  資 本 的 収 入                                        512,971 千円 

第１項 企 業 債                313,000 千円 

第２項 他 会 計 補 助 金                             74,961 千円 

第３項 国 庫 補 助 金                            125,000 千円 

第４項 固定資産売却代金                                10 千円 

支            出 

  第１款  資 本 的 支 出                                    1,282,270 千円 

第１項 建 設 改 良 費                                      438,781 千円 

第２項 固 定 資 産 購 入 費                              3,150 千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                                     830,339 千円 

第４項 予 備 費                10,000 千円 

  （債務負担行為） 

第５条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定

める。 

 事 項 期 間 限 度 額 

兵庫東流域下水汚泥 

処 理 事 業 負 担 金 

平成 32年度から 

平成 61年度まで 

元 金 33, 5 0 0 千 円 に 

利息相当額を加算した額 

  （企業債） 

第６条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定

める。 

    起債の目的及び限度額 下水道事業 313,000 千円 

    起債の方法 国又は銀行その他から普通貸借又は証券発行による。 

    利 率       ５.０％以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金等に

ついて，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率） 

    償還の方法  借入れの日から据置期間を含め，４０年以内に毎年度元利均等その        

              他の方法により償還する。なお，借入先の融通条件に変更があるとき  

              は，その融通条件に従う。ただし，財政の都合その他によっては，定 

              額以上を償還し，又は上記利率の範囲内で借換えすることができる。 

  （一時借入金） 
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第７条  一時借入金の限度額は，1,000,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと

定める。 

 (1)  営業費用，営業外費用，特別損失 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流

用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経な

ければならない。 

 (1)  職員給与費                                          211,807 千円 

  （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の雨水処理費等に充当するため，他会計からこの会計へ補助を

受ける金額は，577,194 千円である。 

 （利益剰余金の処分） 

第１１条  当年度利益剰余金のうち 447,555 千円は，次のとおり処分するものと定

める。 

 (1)  減債積立金                      447,555 千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第１２条  たな卸資産の購入限度額は，11,521 千円と定める。 

     平成３１年２月１９日提出 

                                               芦屋市長  山 中  健    
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1

1

1

2

3

金

4

2

1

2

3

3

1 過 年 度 損 益 100

修 正 益

雑 収 益 315

特 別 利 益 100

長期前受金戻入 1,311,949

計補助金等

補 助 金 502,833 分流式下水道経費に対する他会

営 業 外 収 益 1,815,097

他 会 計 負 担 金 719,781 雨水処理に対する一般会計負担

その他営業収益 3,463

託事業収入

受 託 事 業 収 益 18,767 河川海岸環境整備事業費等の受

下 水 道 使 用 料 1,068,804 下水道使用料収入

下水道事業収益 3,626,012

営 業 収 益 1,810,815

平 成 ３ １ 年 度 芦 屋 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目 予定額（千円） 備 考
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1

1

1

2

要する費用

3

に要する費用

4

5

6

7

8

2

1

2

3

3

1

2

4

1

予 備 費 10,000

予 備 費 10,000

過 年 度 損 益 1,100 過年度支出

修 正 損

固 定 資 産 1,100

売 却 損

雑 支 出 1

特 別 損 失 2,200

消 費 税 及 び 60,000 消費税及び地方消費税納付額

地 方 消 費 税

支 払 利 息 及 び 188,095 企業債利息等

企業債取扱諸費

産減耗費

営 業 外 費 用 248,096

資 産 減 耗 費 2,100 固定資産の除却損及びたな卸資

減 価 償 却 費 1,594,793 固定資産に係る減価償却費

する費用

総 係 費 127,144 事業活動全般に関する管理に要

託事業費

受 託 事 業 費 30,935 河川海岸環境整備事業費等の受

抽 水 場 費 72,799 抽水場の維持管理に要する費用

処 理 場 費

処 理 場 費

南 芦 屋 浜 下 水 99,463 南芦屋浜下水処理場の維持管理

芦 屋 下 水 630,795 芦屋下水処理場等の維持管理に

る費用

管 渠 費 201,556 下水道管渠等の維持管理に要す

下水道事業費用 3,019,881

営 業 費 用 2,759,585

支 出

款 項 目 予定額（千円） 備 考
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1

1

1

2

1

3

1

4

1

売 却 代 金

売 却 代 金 固 定 資 産 10

国 庫 補 助 金 125,000 建設改良費に対する国庫補助金

固 定 資 産 10

国 庫 補 助 金 125,000

補 助 金 助金

補 助 金 他 会 計 74,961 建設改良費等に対する他会計補

他 会 計 74,961

建 設 改 良 313,000 下水道事業債

等 企 業 債

資 本 的 収 入 512,971

企 業 債 313,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目 予定額（千円） 備 考
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1

1

1

2

3

4

2

1

3

1

4

1

予 備 費 10,000

予 備 費 10,000

企業債元金償還金

企業債償還金 830,339

企 業 債 償 還 金 830,339

購 入 費

購 入 費 有 形 固 定 資 産 3,150

固 定 資 産 3,150

処 理 場 整 備 費 要する費用

抽 水 場 整 備 費 26,709 抽水場の建設改良に要する費用

処 理 場 整 備 費 する費用

南 芦 屋 浜 下 水 7,760 南芦屋浜下水処理場の建設改良に

費用

芦 屋 下 水 14,783 芦屋下水処理場等の建設改良に要

管 渠 整 備 費 389,529 下水道管渠等の建設改良に要する

資 本 的 支 出 1,282,270

建 設 改 良 費 438,781

支 出

款 項 目 予定額（千円） 備 考
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(単位：千円）

１

当年度純利益

減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

その他

小計

利息の支払額

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 215,159

業務活動によるキャッシュ・フロー 848,975

△ 413,854

9

199,961

△ 1,275

1,037,070

△ 188,095

11,198

平成３１年度芦屋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー

576,761

1,594,793

△ 1,311,949

188,095

△ 7,485

△ 16,443

2,100
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３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

△ 517,339

116,477

211,869

328,346

建設改良等企業債による収入 313,000

建設改良等企業債の償還による支出 △ 830,339
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１　総　括

（単位：千円）

（単位：千円）

手

当

の

内

訳

手

当

の

内

訳

区 分
職員数（人） 給 与 費 法 定

福利費
合 計

特別職 一般職 報 酬 給 料 手 当 計

本

年

度

損 益 勘 定
支 弁 職 員 - 17 - 64,794 78,042

合 計
- 22 - 80,204 96,127

153,814 19,769 173,583

資 本 勘 定
支 弁 職 員 - 5 - 15,410 18,085 33,495 4,729 38,224

187,309 24,498 211,807
前

年

度

損 益 勘 定
支 弁 職 員 - 16

資 本 勘 定
支 弁 職 員 -

- 57,052 63,952

-

128,982 22,365 151,347

5 - 17,687 18,208 35,895 7,097 42,992

合 計
- 21 - 74,739 82,160 164,877 29,462 194,339

比

較

損 益 勘 定
支 弁 職 員 - 1 - 7,742 14,090

合 計
- 1 - 5,465 13,967

24,832 △ 2,596 22,236

資 本 勘 定
支 弁 職 員 - 0 - △ 2,277 △ 123 △ 2,400 △ 2,368 △ 4,768

賃 金

給 与 費 明 細 書

3,000

-

22,432 △ 4,964

10,978

-

10,978

7,978

17,4683,000

区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通 勤 手 当 特殊勤務手当
時 間 外

勤 務 手 当

休日勤務
手 当

本 年 度 2,310 13,073 4,381 4,496 1,266 8,269 493

前 年 度 2,352 11,655 4,665 3,997 1,688 7,596 588

比 較 △ 42 1,418 △ 284 499 △ 422

区 分 管理職手当
管 理 職 員
特別勤務手当

期 末 勤 勉 手 当 児 童 手 当
賞与引当金
繰 入 額

7,978

146 34,006 1,209 8,300

退職給付費

673 △ 95

14,361 6,425本 年 度 3,504 198 36,271 1,080

4,206

2,219

前 年 度 1,752

比 較 1,752 52 2,265 △ 129 6,061
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２　給料及び手当の増減額の明細

千円 千円

1

2 ％

3

1

2

区 分

給　料 5,465 給与改定等に 134 人事院勧告に基づく給

増減額 増減額の増減事由別内訳

料表改定

説 明

伴う増減分

備 考

昇給に伴う 299 平均定昇率

増加分

1.8

その他の 5,032 職員数の変動等に伴う

増減分 もの

手 当 13,967 給与改定等に 413 人事院勧告に基づく給

伴う増減分 与改定

その他の 13,554 職員数の変動等に伴う

増減分 もの
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３　給料及び手当の状況

 　（1）職員１人当たり給与

（単位：円）

 　（2）初　任　給

（単位：円）

大　学　卒 186,400 186,400

区 分 事 務 ・ 技 術 職
一 般 会 計 の 制 度

事 務 ・ 技 術 職

高　校　卒 156,700 156,700

平成３０年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 383,900 283,956

平 均 給 与 月 額 587,847 376,589

平 均 年 齢 50歳3月 37歳10月

平 均 給 与 月 額 527,663 400,767

平 均 年 齢 52歳8月 38歳0月

区 分 事 務 職 技 術 職

平成３１年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 386,828 281,088
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 （3）級別職員数

18

5.6

100.0

2 11.1

5 27.8

10

２ 級 １ 級

主 事 補

主 席 主 任

主 席 係 長 主 査 技 師 技 師 補
標準的な職務内容

部 長 課 長 課 長 補 佐 係 長 主 事

場 長

主 幹 主 席 主 査 主 任

2
計

区 分 ５ 級 ４ 級 特 ３ 級 ３ 級

100.0
計

1
１級 １級

２級 ２級
55.5

３級
2 100.0

特３級

４級

５級

2 100.0 100.0

平成３０年１月１日現在

５級

４級

特３級

３級

17
計 計

5.91

1 50.0 29.4

52.9

１級 １級

２級
9

5

1

特３級

３級

４級 ４級
11.8

平成３１年１月１日現在

５級

３級

区 分
級

職 員 数
（ 人 ）

構 成 比
（ ％ ）

級
職 員 数
（ 人 ）

事 務 職 技 術 職

構 成 比
（ ％ ）

特３級

250.0

２級

５級
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（4）普通昇給

（5）特殊勤務手当

19

16

84.2

18

15

83.3

18

81.0

17

21

81.8

3

2

66.7

3

2

代表的な特殊勤務手当の名称 汚 物 取 扱 手 当 ， 技 術 技 能 手 当

支給対象職員１人当たり平均支給月額
（円） 5,525 0 5,525 

（平成３１年１月１日現在）

支給対象職員の比率
（％） 10.53 0.00 11.76 

（平成３１年１月１日現在）

給料総額に対する比率 （％） 0.20 0.00 0.23 

（人）

区 分 全 職 種 事 務 職

比率（Ｂ）/（Ａ） 66.7

技 術 職

前

年

度

昇 給 に 係 る

職　　員　　数
（Ｂ） （人）

（％）

職　　員　　数 （Ａ）

比率（Ｂ）/（Ａ） （％）

昇 給 に 係 る

職　　員　　数
（Ｂ） （人）

合 計

22
本

年

度

職　　員　　数 （Ａ） （人）

区 分 事 務 職 技 術 職
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（6）期末手当・勤勉手当

（　）内は，再任用職員

（7）定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

（8）その他の手当

通 勤 手 当 同 -

地 域 手 当 同 -

住 居 手 当 同 -

同

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 -

一般会計
の 制 度

定 年 ・
定 年 前
早期退職

同 同 同 同

そ の 他 の
加 算 措 置 等

支給率等
定 年 ・
定 年 前
早期退職

24.586875 33.27075 47.709 47.709
  定年前早期退職
  特例措置
 （2%～45%加算）

4.450

区 分
２０年勤続の者
（ 月 分 ）

２５年勤続の者
（ 月 分 ）

３５年勤続の者
（ 月 分 ）

最 高 限 度
（ 月 分 ）

） （ 2.350 ）
有

2.225 2.225

4.400

一般会計の制度
（ 1.175 ） （ 1.175

） （ 2.300 ）
有

2.125 2.275

4.450

前 年 度
（ 1.075 ） （ 1.225

） （ 2.350 ）
有

2.225 2.225
本 年 度

（ 1.175 ） （ 1.175

区 分
支 給 期 別 支 給 率 支　給　率　計

（月分）

職制上の段階，
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置６月（月分） １２月（月分）
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事 項 限 度 額

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

兵庫東流域下水

8,035 平成16年度から 3,407 平成46年度まで 4,628

平成49年度まで

負 担 金

1,045,000 平成15年度から 647,718 平成37年度まで

兵庫東流域下水

67,988 平成19年度から 21,092 46,896

397,282

平成48年度まで

兵庫東流域下水

47,475 平成20年度から 12,708 平成50年度まで

汚泥処理事業

汚泥処理事業

企業債 その他

397,282

34,767

期　間 金　額 期　間

6,610

前 年 度 末 ま で の 支 払

義 務 発 生 （ 見 込 ） 額

当 該 年 度 以 降 の 支

払 義 務 発 生 予 定 額
左 の 財 源 内 訳

金　額 国県支出金

4,579

兵庫東流域下水

汚泥処理事業

負 担 金

4,628

汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水

11,810

負 担 金

兵庫東流域下水

5,439 平成21年度から 1,512

34,767

3,927汚泥処理事業

負 担 金

4,178

負 担 金

平成47年度まで 7,231

1,184

46,896

12,281

平成51年度まで 3,927

汚泥処理事業

負 担 金

平成17年度から

平成52年度まで 4,178

兵庫東流域下水

5,362 平成22年度から汚泥処理事業

11,058

兵庫東流域下水

25,372

（単位：千円）

7,231汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水

兵庫東流域下水

13,478 平成23年度から 2,420 平成53年度まで 11,058

12,281汚泥処理事業

負 担 金

平成24年度から 3,491 平成54年度まで 21,881

18,891 平成18年度から

21,881汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水

50,621汚泥処理事業

負 担 金

215,168 平成25年度から 164,547 平成32年度まで 50,621
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元金33,500
に利息相当
額を 加算
し た 額

汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水 元金33,500
に利息相当
額を加算
し た 額

平成32年度から 平成61年度まで

元金33,500
に利息相当
額を 加算
し た 額

兵庫東流域下水

17,749 平成30年度から 92 平成59年度まで 17,657汚泥処理事業

負 担 金

17,657

兵庫東流域下水

25,438 平成31年度から 平成60年度まで 25,438

事 項 限 度 額

汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水

22,509 平成28年度から 637

左 の 財 源 内 訳

21,872

前 年 度 末 ま で の 支 払 当 該 年 度 以 降 の 支

平成57年度まで 21,872

義 務 発 生 （ 見 込 ） 額 払 義 務 発 生 予 定 額

兵庫東流域下水

19,976 平成29年度から 122 平成58年度まで汚泥処理事業

負 担 金

汚泥処理事業

負 担 金

（単位：千円）

期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出金 企業債 その他

兵庫東流域下水

12,569 平成25年度から 1,281 平成55年度まで 11,288 11,288汚泥処理事業

負 担 金

兵庫東流域下水

11,306 平成27年度から 494汚泥処理事業

負 担 金

平成56年度まで 10,812 10,812

19,85419,854
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(単位：千円）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

ア

ア

企 業 債 合 計 9,130,596

(１) 企 業 債

建設改良等企業債 9,130,596

流 動 資 産 合 計 415,287

資 産 合 計 32,794,818

負 債 の 部

１ 固 定 負 債

(２) 未 収 金 92,559

貸 倒 引 当 金 △ 5,618 86,941

固 定 資 産 合 計 32,379,531

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 328,346

(２) 無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 権 19,091

無形固定資産合計 19,091

減価償却累計額 △ 1,486 9,421

有形固定資産合計 32,360,440

減価償却累計額 △ 1,857 4,421

工具器具及び備品 10,907

減価償却累計額 △ 850,282 2,344,341

車 両 運 搬 具 6,278

減価償却累計額 △ 2,162,220 23,510,252

機 械 及 び 装 置 3,194,623

構 築 物 25,672,472

土 地 4,881,387

建 物 1,766,756

平 成 ３ １ 年 度 芦 屋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

（ 平 成 ３ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

減価償却累計額 △ 156,138 1,610,618
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ア

ア

ア

ア

イ

ア

負 債 資 本 合 計 32,794,818

利 益 剰 余 金 合 計 1,030,798

剰 余 金 合 計 3,780,382

資 本 合 計 4,073,545

資 本 剰 余 金 合 計 2,749,584

(２) 利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金 1,030,798

２ 剰 余 金

(１) 資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金 2,393,688

受贈資産評価額 355,896

繰 延 収 益 合 計 18,645,338

負 債 合 計 28,721,273

資 本 の 部

１ 資 本 金 293,163

３ 繰 延 収 益

(１) 長 期 前 受 金 21,260,355

(２) 収 益 化 累 計 額 △ 2,615,017

賞 与 引 当 金 11,680

引 当 金 合 計 11,680

流 動 負 債 合 計 934,708

830,628

(２) 未 払 金 92,400

(３) 引 当 金

２ 流 動 負 債

(１) 企 業 債

建設改良等企業債 830,628

企 業 債 合 計

退職給付引当金 10,631

引 当 金 合 計 10,631

固 定 負 債 合 計 9,141,227

(２) 引 当 金
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注記

１ 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

    (ｱ) 減価償却の方法 定額法による。

    (ｲ) 主な耐用年数

     建物        ８年～５０年

     構築物      １０年～６０年

     機械及び装置    ６年～２０年

     車両運搬具     ４年～ ６年

     工具器具及び備品  ４年～１７年

無形固定資産

(ｱ) 減価償却の方法 定額法による。

(ｲ) 主な耐用年数

 施設利用権    ３０年

(3)  引当金の計上方法

  ア 退職給付引当金

    職員の退職手当の支給に備えるため，当年度末における退職手当の要支給額

に相当する額を計上している。なお，他会計が負担すると見込まれる額を除き，

下水道事業が負担すると見込まれる額を計上している。

    地方公営企業法適用前である平成２９年度までの要支給額については，他会

計がその全額を負担することになっているため計上していない。

  イ 賞与引当金

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見

込額に基づき，当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を

計上している。

    また，職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費相当額について，当年

度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を賞与引当金に含めて

計上している。 

ウ 貸倒引当金

-24-



    債権の不納欠損による損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率に

より，貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し，回収

不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ 予定貸借対照表関連 

  貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１

年以内に償還予定のものも含む）のうち，他会計が負担すると見込まれる額は， 

３，９８４，４８９千円である。 

３ セグメント情報の開示

    芦屋市下水道事業では，下水道事業の単一セグメントであるため，記載を省略

している。
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１

２

３

４

５

６

営 業 費 用

292

過 年 度 損 益 修 正 益

(３) 雑 収 益

(１) 管 渠 費 173,624

(２) 芦 屋 下 水 処 理 場 費 503,571

平成３０年度芦屋市下水道事業予定損益計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

営 業 収 益 （単位：千円）

(１) 下 水 道 使 用 料 961,131

(２) 受 託 事 業 収 益 14,839

(４) そ の 他 営 業 収 益 3,251 1,692,396

(３) 他 会 計 負 担 金 713,175

(３) 南芦屋浜下水処理場費 90,767

(４) 抽 水 場 費 95,436

(５) 受 託 事 業 費 21,807

(６) 総 係 費 128,001

営 業 損 失 905,774

営 業 外 収 益

(７) 減 価 償 却 費 1,583,864

(８) 資 産 減 耗 費 1,100 2,598,170

(１) 補 助 金 380,816

(２) 長 期 前 受 金 戻 入 1,303,068

(１) 支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費 209,448

1,684,176

営 業 外 費 用

(２) 雑 支 出 63,732 273,180 1,410,996

経 常 利 益 505,222

特 別 損 失

特 別 利 益

(１) 93 93

(１) 固 定 資 産 売 却 損 1,000
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７

42,01940,093(３)

過 年 度 損 益 修 正 損

そ の 他 特 別 損 失

(２) 926

予 備 費

(１) 予 備 費 9,259 9,259 △ 51,185

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 454,037

当 年 度 純 利 益 454,037

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0
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(単位：千円）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

ア

ア

平 成 ３ ０ 年 度 芦 屋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

（ 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

減価償却累計額 △ 78,069 1,679,596

構 築 物 25,305,799

土 地 4,881,387

建 物 1,757,665

減価償却累計額 △ 422,504 2,742,234

車 両 運 搬 具 5,233

減価償却累計額 △ 1,078,856 24,226,943

機 械 及 び 装 置 3,164,738

減価償却累計額 △ 780 8,308

有形固定資産合計 33,542,609

減価償却累計額 △ 1,092 4,141

工具器具及び備品 9,088

33,561,304

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 211,869

(２) 無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 権 18,695

無形固定資産合計 18,695

(２) 未 収 金 85,074

貸 倒 引 当 金 △ 4,225 80,849

固 定 資 産 合 計

(１) 企 業 債

建設改良等企業債 9,648,224

流 動 資 産 合 計 292,718

資 産 合 計 33,854,022

負 債 の 部

１ 固 定 負 債

企 業 債 合 計 9,648,224
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ア

ア

ア

ア

イ

ア

4,206

固 定 負 債 合 計 9,652,430

(２) 引 当 金

２ 流 動 負 債

(１) 企 業 債

建設改良等企業債 830,339

企 業 債 合 計

退職給付引当金 4,206

引 当 金 合 計

賞 与 引 当 金 8,300

引 当 金 合 計 8,300

流 動 負 債 合 計 947,482

830,339

(２) 未 払 金 108,843

(３) 引 当 金

繰 延 収 益 合 計 19,757,326

負 債 合 計 30,357,238

資 本 の 部

１ 資 本 金 293,163

３ 繰 延 収 益

(１) 長 期 前 受 金 21,060,394

(２) 収 益 化 累 計 額 △ 1,303,068

資 本 剰 余 金 合 計 2,749,584

(２) 利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金 454,037

２ 剰 余 金

(１) 資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金 2,393,688

受贈資産評価額 355,896

負 債 資 本 合 計 33,854,022

利 益 剰 余 金 合 計 454,037

剰 余 金 合 計 3,203,621

資 本 合 計 3,496,784
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注記

１ 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

    (ｱ) 減価償却の方法 定額法による。

    (ｲ) 主な耐用年数

     建物        ８年～５０年

     構築物      １０年～６０年

     機械及び装置    ６年～２０年

     車両運搬具     ４年～ ６年

     工具器具及び備品  ４年～１７年

無形固定資産

(ｱ) 減価償却の方法 定額法による。

(ｲ) 主な耐用年数

 施設利用権    ３０年

(3)  引当金の計上方法

  ア 退職給付引当金

    職員の退職手当の支給に備えるため，当年度末における退職手当の要支給額

に相当する額を計上している。なお，他会計が負担すると見込まれる額を除き，

下水道事業が負担すると見込まれる額を計上している。

    地方公営企業法適用前である平成２９年度までの要支給額については，他会

計がその全額を負担することになっているため計上していない。

  イ 賞与引当金

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見

込額に基づき，当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を

計上している。

    また，職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費相当額について，当年

度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を賞与引当金に含めて

計上している。 

ウ 貸倒引当金
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    債権の不納欠損による損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率に

より，貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し，回収

不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ 予定貸借対照表関連 

  貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１

年以内に償還予定のものも含む）のうち，他会計が負担すると見込まれる額は， 

４，１９１，４２５千円である。 

３ セグメント情報の開示

    芦屋市下水道事業では，下水道事業の単一セグメントであるため，記載を省略

している。
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